
令和元年度豊川市障害者就労施設等からの物品等の調達方針  

令和元年  ６月１１日  

 

１  趣旨  

この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等

に関する法律（平成２４年法律第５０号。以下「法」と省略します。）第

９条の規定に基づき、令和元年度における、豊川市が障害者就労施設等か

ら調達する物品及び役務（以下「物品等」と省略します。）の目標を定め

ることにより、豊川市における障害者就労施設等からの物品等の調達を総

合的かつ計画的に推進することを目的とします。  

２  用語の定義  

 この方針において使用する用語は、法で使用する用語の例によります。  

３  適用範囲  

 この方針の適用範囲は、市長、教育委員会、監査委員、病院及び議会と

します。  

４  調達の対象となる障害者就労施設等  

 豊川市において物品等の調達の対象となる障害者就労施設等は、法第２

条第２項から４項までに定める障害者就労施設、在宅就業障害者及び障害

者就労施設等のうち、物品等の調達が可能なものとします。  

５  調達の対象品目  

 豊川市において障害者就労施設等から調達を推進する物品等は、次に記

載する物品等とします。ただし、記載していない物品等であっても、調達

可能なものについては、対象とします。  

 (1) 物品  

  ア  パン、菓子などの食品類  

  イ  雑巾、布巾などの生活雑貨  

  ウ  イベントなどで配布する記念品  

 (2) 役務  

  ア  名刺、封筒などの印刷物  

イ  シール貼り、袋詰めなどの軽作業   



  ウ  草刈り、清掃などの作業  

  エ  分別作業  

６  調達の目標  

令和元年度に豊川市が達成すべき物品等の調達の目標は、物品及び役務

の種別ごとに前年度実績を目標とし、それを上回るよう努めることとしま

す。  

 前年度実績  

  物品  ５６２万９，７５２円  

  役務  ８５６万６，０６０円  

７  調達の推進方法  

 豊川市は、障害者就労施設等から提供が可能な物品等について情報を収

集し、この調達方針の適用範囲となる各事務局等に情報を提供するととも

に、優先調達を依頼します。  

８  調達実績のとりまとめ及び公表  

 豊川市は、令和元年度の物品等の調達実績を、翌年度の５月末までに取

りまとめ、６月末までに市のホームページなどにより公表します。  
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９条の規定に基づき、令和元年度における、豊川市が障害者就労施設等か

ら調達する物品及び役務（以下「物品等」と省略します。）の目標を定め

ることにより、豊川市における障害者就労施設等からの物品等の調達を総
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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律  

第 九 条  都 道 府 県 、市 町 村 及 び地 方 独 立 行 政 法 人 は、毎 年 度 、物 品 等 の調 達 に関

し 、当 該 都 道 府 県 、市 町 村 及 び地 方 独 立 行 政 法 人 の当 該 年 度 の予 算 及 び事 務 又

は事 業 の予 定 等 を勘 案 して 、障 害 者 就 労 施 設 等 からの物 品 等 の調 達 の推 進 を図 るた

めの方 針 を作 成 しなければならない 。  

２  前 項 の方 針 は 、都 道 府 県 及 び市 町 村 にあっては当 該 都 道 府 県 及 び市 町 村 の区 域

の障 害 者 就 労 施 設 における障 害 者 の就 労 又 は在 宅 就 業 障 害 者 の就 業 の実 態 に応 じ

て 、地 方 独 立 行 政 法 人 にあっては当 該 地 方 独 立 行 政 法 人 の事 務 及 び事 業 に応 じて 、

当 該 年 度 に調 達 を推 進 する障 害 者 就 労 施 設 等 が供 給 する物 品 等 及 びその調 達 の目

標 について定 めるものとする 。  

３  都 道 府 県 、市 町 村 及 び地 方 独 立 行 政 法 人 は、第 一 項 の方 針 を作 成 した ときは 、遅

滞 な く 、 これを公 表 しなければならない 。  

４  都 道 府 県 、市 町 村 及 び地 方 独 立 行 政 法 人 は、第 一 項 の方 針 に基 づき、当 該 年 度

における物 品 等 の調 達 を行 うもの とする 。  

５  都 道 府 県 、市 町 村 及 び地 方 独 立 行 政 法 人 は、毎 会 計 年 度 又 は毎 事 業 年 度 の終

了 後 、遅 滞 な く 、障 害 者 就 労 施 設 等 からの物 品 等 の調 達 の実 績 の概 要 を取 りまとめ 、

公 表 するものとする 。  
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２  用語の定義  

 この方針において使用する用語は、法で使用する用語の例によります。  

第 二 条  この法 律 において 「障 害 者 」 とは 、障 害 者 基 本 法 （昭 和 四 十 五 年 法 律 第 八 十

四 号 ）第 二 条 第 一 号 に規 定 する障 害 者 をい う 。  

２  この法 律 において 「 障 害 者 就 労 施 設 」 とは 、次 に掲 げる施 設 をいう 。  

一  障 害 者 の日 常 生 活 及 び社 会 生 活 を総 合 的 に支 援 するための法 律 （平 成 十 七 年

法 律 第 百 二 十 三 号 ）第 五 条 第 十 一 項 に規 定 する障 害 者 支 援 施 設 、同 条 第 二 十

七 項 に規 定 する地 域 活 動 支 援 セン ター又 は同 条 第 一 項 に規 定 する障 害 福 祉 サービ

ス事 業 （同 条 第 七 項 に規 定 する生 活 介 護 、同 条 第 十 三 項 に規 定 する就 労 移 行 支

援 又 は同 条 第 十 四 項 に規 定 する就 労 継 続 支 援 を行 う事 業 に限 る 。 ） を行 う施 設  

二  障 害 者 の地 域 における作 業 活 動 の場 として障 害 者 基 本 法 第 十 八 条 第 三 項 の規

定 により必 要 な費 用 の助 成 を受 けている施 設  

三  障 害 者 の雇 用 の促 進 等 に関 する法 律 （昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ）第 二

条 第 三 号 に規 定 する重 度 身 体 障 害 者 、同 条 第 四 号 に規 定 する知 的 障 害 者 又 は

同 法 第 三 十 七 条 第 二 項 に規 定 する精 神 障 害 者 であって同 法 第 四 十 三 条 第 一 項

に規 定 する労 働 者 であるものを多 数 雇 用 する事 業 所 として政 令 で定 めるもの  

３  この法 律 において 「 在 宅 就 業 障 害 者 」 とは 、障 害 者 の雇 用 の促 進 等 に関 する法 律 第

七 十 四 条 の二 第 三 項 第 一 号 に規 定 する在 宅 就 業 障 害 者 をい う 。  

４  この法 律 において 「 障 害 者 就 労 施 設 等 」 とは 、障 害 者 就 労 施 設 、在 宅 就 業 障 害 者

及 び障 害 者 の雇 用 の促 進 等 に関 する法 律 第 七 十 四 条 の三 第 一 項 に規 定 する在 宅

就 業 支 援 団 体 をい う 。  

５  この法 律 において 「 独 立 行 政 法 人 等 」 とは 、独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法

（平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ）第 二 条 第 一 項 に規 定 する独 立 行 政 法 人 をいう 。 ） 又 は

特 殊 法 人 （法 律 によ り直 接 に設 立 された法 人 又 は特 別 の法 律 によ り特 別 の設 立 行 為

をもって設 立 された法 人 であって 、総 務 省 設 置 法 （平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 一 号 ）第

四 条 第 一 項 第 九 号 の規 定 の適 用 を受 けるものをい う 。以 下 同 じ 。 ） の うち 、 その資 本 金

の全 部 若 し くは大 部 分 が国 からの出 資 による法 人 又 はその事 業 の運 営 のために必 要 な

経 費 の主 たる財 源 を国 からの交 付 金 若 し くは補 助 金 によって得 ている法 人 であって 、政

令 で定 めるものをい う 。  

６  この法 律 において 「 地 方 独 立 行 政 法 人 」 とは 、 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （平 成 十 五 年 法
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律 第 百 十 八 号 ）第 二 条 第 一 項 に規 定 する地 方 独 立 行 政 法 人 をいう 。  

７  この法 律 において 「 各 省 各 庁 の長 」 とは 、 財 政 法 （昭 和 二 十 二 年 法 律 第 三 十 四 号 ）

第 二 十 条 第 二 項 に規 定 する各 省 各 庁 の長 をいう 。  

 

３  適用範囲  

 この方針の適用範囲は、市長、教育委員会、監査委員、病院及び議会と

します。  

 豊川市のすべての組織を対象とします。  

４  調達の対象となる障害者就労施設等  

 豊川市において物品等の調達の対象となる障害者就労施設等は、法第２

条第２項から４項までに定める障害者就労施設、在宅就業障害者及び障害

者就労施設等のうち、物品等の調達が可能なものとします。  

２用語の定義参照を参照してください。  

５  調達の対象品目  

 豊川市において障害者就労施設等から調達を推進する物品等は、次に記

載する物品等とします。ただし、記載していない物品等であっても、調達

可能なものについては、対象とします。  

 (1) 物品  

  ア  パン、菓子などの食品類  

  イ  名刺、封筒などの印刷物  

  ウ  雑巾、布巾などの生活雑貨  

  エ  イベントなどで配布する記念品  

 (2) 役務  

  ア  シール貼り、袋詰めなどの軽作業   

  イ  草刈り、清掃などの作業  

  ウ  分別作業  

この項目の記載は、このようなものがあり得るという例示にすぎませんか

ら、これ以外のもので、調達することができる物品等についても、積極的

に調達の対象としていただきます。  
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６  調達の目標  

令和元年度に豊川市が達成すべき物品等の調達の目標は、物品及び役務

の種別ごとに前年度実績を目標とし、それを上回るよう努めることとしま

す。  

 前年度実績  

  物品  ５６２万９，７５２円  

役務  ８５６万６，０６０円  

令和元年度における、豊川市全体での調達目標となります。令和元年度は、

平成３０年度の実績をもとにして、目標を設定しています。  

７  調達の推進方法  

 豊川市は、障害者就労施設等から提供が可能な物品等について情報を収

集し、この調達方針の適用範囲となる各事務局等に情報を提供するととも

に、優先調達を依頼します。  

調達にあたり留意する点  

①予算の適正な使用及び透明性の確保に留意しつつ、随意契約により調達

を行う場合は、障害者就労施設等からの調達の推進に配慮してください。  

②調達にあたり、仕様等を定める際には、達成しようとする行政目的等を

ふまえ、必要十分かつ明確なものとしてください。また、契約の実施の際

に、障害者就労施設等が不当に排除されないようにするなど、競争の機会

の確保に留意してください。  

８  調達実績のとりまとめ及び公表  

 豊川市は、令和元年度の物品等の調達実績を、翌年度の５月末までに取

りまとめ、６月末までに市のホームページなどにより公表します。  

今後の取り組みについては、毎年度、当該年度の前年度の実績を勘案し、

前年度実績の公表時に、当該年度の方針を公表します。  

 

 


